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市報第８号 

　　　平成25年度横浜市公営企業会計予算の繰越額使用計画の報告

　地方公営企業法第26条第３項の規定により、平成25年度横浜市下水道

事業会計予算、平成25年度横浜市埋立事業会計予算、平成25年度横浜市

水道事業会計予算及び平成25年度横浜市工業用水道事業会計予算の繰越

額の使用に関する計画を次のように報告する。

　　　平成26年９月３日

横 浜 市 長  　林　　　　文　子
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平成 25 年度横浜市下水道 事 業 会 計 予 算 繰 越 計 算 書

地方公営企業法第 26 条第１項の 規 定 に よ る 建 設 改 良 費 の 繰 越 額

款 項 事 業 名
予 算

計 上 額

支 払 義 務

発 生 額

翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳
不 用 額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購入限度額

説 明
企 業 債 国庫補助金 繰 越

工 事 資 金
損 益 勘 定
留 保 資 金

1
下 水 道 事 業 
資 本 的 支 出

円 円 円 円 円 円 円 円 円

57,271,414,150 35,518,741,854 12,506,566,621 3,811,000,000 5,214,159,000 2,873,000,000 608,407,621 9,246,105,675 −

1 建 設 改 良 費 57,271,414,150 35,518,741,854 12,506,566,621 3,811,000,000 5,214,159,000 2,873,000,000 608,407,621 9,246,105,675 −

下水道整備事業 55,509,276,650 34,005,725,747 12,462,341,941 3,811,000,000 5,214,159,000 2,873,000,000 564,182,941 9,041,208,962 −
主として、工法変更に
伴い工事が遅延したた
め

下水道改良事業 1,762,137,500 1,513,016,107 44,224,680 − − − 44,224,680 204,896,713 −
主として、支障物件に
伴い実施工程を変更し
たため
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平成 25 年度横浜市下水道 事 業 会 計 予 算 繰 越 計 算 書

地方公営企業法第 26 条第１項の 規 定 に よ る 建 設 改 良 費 の 繰 越 額

款 項 事 業 名
予 算

計 上 額

支 払 義 務

発 生 額

翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳
不 用 額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購入限度額

説 明
企 業 債 国庫補助金 繰 越

工 事 資 金
損 益 勘 定
留 保 資 金

1
下 水 道 事 業 
資 本 的 支 出

円 円 円 円 円 円 円 円 円

57,271,414,150 35,518,741,854 12,506,566,621 3,811,000,000 5,214,159,000 2,873,000,000 608,407,621 9,246,105,675 −

1 建 設 改 良 費 57,271,414,150 35,518,741,854 12,506,566,621 3,811,000,000 5,214,159,000 2,873,000,000 608,407,621 9,246,105,675 −

下水道整備事業 55,509,276,650 34,005,725,747 12,462,341,941 3,811,000,000 5,214,159,000 2,873,000,000 564,182,941 9,041,208,962 −
主として、工法変更に
伴い工事が遅延したた
め

下水道改良事業 1,762,137,500 1,513,016,107 44,224,680 − − − 44,224,680 204,896,713 −
主として、支障物件に
伴い実施工程を変更し
たため
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平 成 25 年 度 横 浜 市 埋 立 事 業 会 計 予 算 繰 越 計 算 書

地方公営企業法第 26 条第１項の 規 定 に よ る 建 設 改 良 費 の 繰 越 額

款 項 事 業 名
予 算

計 上 額

支 払 義 務

発 生 額

翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳
不 用 額

翌年度繰越額に係
る繰越を要するた
な卸資産の購入限
度額

説 明損 益 勘 定
留 保 資 金

1 資 本 的 支 出
円 円 円 円 円 円

66,446,640 1,449,000 64,997,640 64,997,640 − −

1 埋 立 事 業 費 66,446,640 1,449,000 64,997,640 64,997,640 − −

金 沢 地 先 
埋 立 事 業 66,446,640 1,449,000 64,997,640 64,997,640 − − 主として、地元調整に日時を要したため
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平 成 25 年 度 横 浜 市 埋 立 事 業 会 計 予 算 繰 越 計 算 書

地方公営企業法第 26 条第１項の 規 定 に よ る 建 設 改 良 費 の 繰 越 額

款 項 事 業 名
予 算

計 上 額

支 払 義 務

発 生 額

翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳
不 用 額

翌年度繰越額に係
る繰越を要するた
な卸資産の購入限
度額

説 明損 益 勘 定
留 保 資 金

1 資 本 的 支 出
円 円 円 円 円 円

66,446,640 1,449,000 64,997,640 64,997,640 − −

1 埋 立 事 業 費 66,446,640 1,449,000 64,997,640 64,997,640 − −

金 沢 地 先 
埋 立 事 業 66,446,640 1,449,000 64,997,640 64,997,640 − − 主として、地元調整に日時を要したため
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平 成 25 年 度 横 浜 市 水 道 事 業 会 計 予 算 繰 越 計 算 書

地方公営企業法第 26 条第１項の 規 定 に よ る 建 設 改 良 費 の 繰 越 額

款 項 事 業 名
予 算

計 上 額

支 払 義 務

発 生 額

翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳
不 用 額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購入限度額

説 明
企 業 債 国庫補助金 分担金及び

負 担 金
損 益 勘 定
留 保 資 金

1
水 道 事 業
資 本 的 支 出

円 円 円 円 円 円 円 円 円

26,128,734,000 20,145,400,716 5,554,827,000 800,000,000 10,610,000 376,926,090 4,367,290,910 428,506,284 −

1 建 設 改 良 費 26,128,734,000 20,145,400,716 5,554,827,000 800,000,000 10,610,000 376,926,090 4,367,290,910 428,506,284 −

配　　水　　管　　　　　　　　
整　備　事　業 14,987,262,000 11,227,522,763 3,570,606,000 700,000,000 − 340,000,000 2,530,606,000 189,133,237 −

地元及び関係機関との
調整等に日時を要した
ため

基　幹　施　設　　　　　　　　
整　備　事　業 9,573,210,000 8,460,175,653 960,876,000 100,000,000 10,610,000 34,357,357 815,908,643 152,158,347 − 工法及び工期の調整等

に日時を要したため

そ　　の　　他　　　　　
建 設 改 良 工 事 1,568,262,000 457,702,300 1,023,345,000 − − 2,568,733 1,020,776,267 87,214,700 −

地元及び関係機関との
調整等に日時を要した
ため
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平 成 25 年 度 横 浜 市 水 道 事 業 会 計 予 算 繰 越 計 算 書

地方公営企業法第 26 条第１項の 規 定 に よ る 建 設 改 良 費 の 繰 越 額

款 項 事 業 名
予 算

計 上 額

支 払 義 務

発 生 額

翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳
不 用 額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購入限度額

説 明
企 業 債 国庫補助金 分担金及び

負 担 金
損 益 勘 定
留 保 資 金

1
水 道 事 業
資 本 的 支 出

円 円 円 円 円 円 円 円 円

26,128,734,000 20,145,400,716 5,554,827,000 800,000,000 10,610,000 376,926,090 4,367,290,910 428,506,284 −

1 建 設 改 良 費 26,128,734,000 20,145,400,716 5,554,827,000 800,000,000 10,610,000 376,926,090 4,367,290,910 428,506,284 −

配　　水　　管　　　　　　　　
整　備　事　業 14,987,262,000 11,227,522,763 3,570,606,000 700,000,000 − 340,000,000 2,530,606,000 189,133,237 −

地元及び関係機関との
調整等に日時を要した
ため

基　幹　施　設　　　　　　　　
整　備　事　業 9,573,210,000 8,460,175,653 960,876,000 100,000,000 10,610,000 34,357,357 815,908,643 152,158,347 − 工法及び工期の調整等

に日時を要したため

そ　　の　　他　　　　　
建 設 改 良 工 事 1,568,262,000 457,702,300 1,023,345,000 − − 2,568,733 1,020,776,267 87,214,700 −

地元及び関係機関との
調整等に日時を要した
ため
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平成 25年度横浜市工業用水道 事 業 会 計 予 算 繰 越 計 算 書

地方公営企業法第 26 条第１項の 規 定 に よ る 建 設 改 良 費 の 繰 越 額

款 項 事   業   名
予　　　　算

計   上   額

支 払 義 務

発   生   額

翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳
不 用 額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購入限度額

説 明
企 業 債 国 庫 補 助 金 損 益 勘 定 

留 保 資 金

1 
工   業   用
水 道 事 業
資 本 的 支 出

円 円 円 円 円 円 円 円

1,179,324,000 715,923,370 426,000,000 36,000,000 43,000,000 347,000,000 37,400,630 −

1 建 設 改 良 費 1,179,324,000 715,923,370 426,000,000 36,000,000 43,000,000 347,000,000 37,400,630 −

工 業 用 水 道　　　　　 
施 設 整 備 事 業 1,155,324,000 715,923,370 420,000,000 36,000,000 43,000,000 341,000,000 19,400,630 − 関係機関との調整等に

日時を要したため

そ の 他　　　　　
建 設 改 良 工 事 24,000,000 − 6,000,000 − − 6,000,000 18,000,000 − 関係機関との調整に日

時を要したため
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平成 25年度横浜市工業用水道 事 業 会 計 予 算 繰 越 計 算 書

地方公営企業法第 26 条第１項の 規 定 に よ る 建 設 改 良 費 の 繰 越 額

款 項 事   業   名
予　　　　算

計   上   額

支 払 義 務

発   生   額

翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳
不 用 額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購入限度額

説 明
企 業 債 国 庫 補 助 金 損 益 勘 定 

留 保 資 金

1 
工   業   用
水 道 事 業
資 本 的 支 出

円 円 円 円 円 円 円 円

1,179,324,000 715,923,370 426,000,000 36,000,000 43,000,000 347,000,000 37,400,630 −

1 建 設 改 良 費 1,179,324,000 715,923,370 426,000,000 36,000,000 43,000,000 347,000,000 37,400,630 −

工 業 用 水 道　　　　　 
施 設 整 備 事 業 1,155,324,000 715,923,370 420,000,000 36,000,000 43,000,000 341,000,000 19,400,630 − 関係機関との調整等に

日時を要したため

そ の 他　　　　　
建 設 改 良 工 事 24,000,000 − 6,000,000 − − 6,000,000 18,000,000 − 関係機関との調整に日

時を要したため
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参 考

　　　　　　　　地方公営企業法（抜粋）

　（予算の繰越）

第26条　予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じ

なかつたものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度に繰り越して使用することがで

きる。

２　前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出予算の金額は、翌事業年度において使用

することができない。ただし、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の

行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについては、管理者は、そ

の金額を翌事業年度に繰り越して使用することができる。

３　前２項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、地方公共団体の長に繰越額

の使用に関する計画について報告をするものとし、報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議

においてその旨を議会に報告しなければならない。
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